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 上記のサービス（ライセンス）について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上

記事項及び裏面記載の各条項によって公正な利用契約（単価契約）を締結し、信義に従って誠実にこれを履行す

るものとする。 

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

令和   年   月   日  

 

 

発 注 者 
大 阪 市 

契 約 担 当 者 
大阪市デジタル統括室長           ○印  

 

 

受 注 者 

住所又は事務所所在地 

商 号 又 は 名 称 

氏 名 又 は 代 表 者 氏 名 

○印  

サービス（ライセンス）名 

 

大阪市行政オンラインシステム手数料等決済処理サービス利用（長期継続・単価契約） 

（明細は別紙のとおり） 

単 価 利 用 金 額 
（    あたり） 

 百万   千   円 

 
       

うち取引にかかる消費 

税及び地方消費税の額 
        

予 定 数 量  別紙のとおり 

利 用 期 間 令和７年 10 月１日から令和 10 年９月 30 日まで（36 月） 

利 用 場 所 本市が指定する場所 

保 守 ○ 含む  ●含まない 

保 証 事 項 
○ 契約保証金         円 

○ 履行保証保険  ○ 免  除 

そ   の   他  

サービス（ライセンス）長期利用契約書（単価契約） 

 
契約番号    第        号 

別紙のとおり 
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（総  則） 

第１条 発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。

以下同じ。）に基づき、仕様書等（別冊の図面、仕様書

及び明細書並びにこれらの仕様に係る質問回答書をい

う。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この

契約（この契約書及び仕様書等を内容とするサービス

（ライセンス）の利用契約をいう。以下同じ。）を履行

しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載のサービス（ライセンス）を

契約書記載の利用期間、仕様書等に従い発注者に提供

するものとし、発注者は、その利用料金を支払うもの

とする。 

３ 仕様書等に明示されていないものがある場合は、発

注者と受注者とが協議して定める。ただし、軽微なも

のについては、発注者又は発注者の指定する職員の指

示に従うものとする。 

４ サービス（ライセンス）の提供開始及び提供終了そ

の他この契約を履行するために必要な一切の手段につ

いては、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある

場合を除き、受注者がその責任において定める。 

５ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を

漏らしてはならない。 

６ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、

承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 

７ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用

いる言語は、日本語とする。 

８ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、

日本円とする。 

９ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用

いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を

除き、計量法（平成４年法律第 51 号）に定めるものと

する。 

10 この契約書及び仕様書等における期間の定めについ

ては、民法（明治 29 年法律第 89 号）及び商法（明治

32年法律第 48号）の定めるところによるものとする。 

11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

12 この契約に係る一切の訴訟については、大阪簡易裁

判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄

裁判所とすることに合意する。 

13 契約書及び仕様書等の定めるところにより、複数の

単価利用料金による契約の場合にあっては、各単価利

用料金に数量を乗じた額を利用料金の合計額とし、こ

の契約書において「単価利用料金」とあるのは「各単

価利用料金」と読み替え、「数量を乗じた額」とあるの

は「数量を乗じた額の合計」と、それぞれ読み替える

ものとする。 

（法令上の責任） 

第２条 受注者は、関係法令の規定を守らなければなら

ない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号

のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。た

だし、第２号の場合においては、履行保証保険契約の

締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなけれ

ばならない。 

(1) 契約保証金の納付 

(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害を

てん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額は、

一般競争入札においては単価利用料金に予定数量を一

年あたりの数量に換算した数量を乗じた額（利用期間

が 12 月未満の場合にあっては、単価利用料金に契約

期間内に見込まれる予定数量を乗じた額）の 10 分の

１以上、指名競争入札、随意契約においては単価契約

金額に予定数量を一年あたりの数量に換算した数量を

乗じた額（借入期間が 12 月未満の場合にあっては、単

価契約金額に借入期間内に見込まれる予定数量を乗じ

た額）の 100 分の５以上としなければならない。 

３ 第１項の規定により、受注者が同項第２号に掲げる

保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

４ 第１項の規定にかかわらず、発注者がその必要がな

いと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証

を付することを要しない。 

５ 第１項の規定により、契約保証金の納付が行われて

いるときは、発注者は、当該契約保証金をもってこの

契約に基づき、受注者が負担する賠償金、損害金又は

違約金等に充当することができる。この場合において、

なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに

請求する。 

（一般的損害等） 

第４条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した

損害（第三者に及ぼした損害を含む。）については、別

に定めがある場合を除き、受注者がその費用を負担す

るものとする。ただし、その損害（保険その他により

てん補された部分を除く。）のうち、発注者の責めに帰

すべき理由により生じたものについては、発注者が負

担する。 

（公租公課） 

第５条 この物件に係る公租公課は、受注者が負担する。 

（権利義務の譲渡等） 

第６条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務

を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の

目的に供することができない。ただし、あらかじめ、

発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 
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（履行報告） 

第７条 受注者は、仕様書等の定めるところにより、契

約の履行について発注者に報告しなければならない。 

（利用開始にかかる準備の確認） 

第８条 サービス（ライセンス）の利用開始にかかる準

備の日は、発注者と受注者とが協議して定めるものと

する。 

２ 受注者は、サービス（ライセンス）を頭書の利用場

所に提供し、発注者が利用できる状態にしたときは、

その旨を発注者に通知しなければならない。 

３ 発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検

査職員」という。）は、前項の規定による通知を受けた

日から 10 日以内に受注者の立会いのうえ、仕様書等

に定めるところにより、サービス（ライセンス）が利

用できる状態にあることの確認を完了し、当該確認の

結果を受注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、前項の確認に立ち会わなかったときは、

確認の結果について異議を申し立てることができない。 

５ 第３項の場合において、確認に直接要する費用は、

受注者の負担とする。 

６ 発注者は、第３項の確認完了後、受注者がサービス

（ライセンス）の提供開始又は提供開始に必要となる

物品等の引渡しを申し出たときは、直ちにサービス（ラ

イセンス）の提供開始又は当該物品等の引渡しを受け

なければならない。 

７ 受注者は、サービス（ライセンス）が第３項の確認

に合格しないときは、直ちにサービス（ライセンス）

の適合する種別等への変更をして検査職員の確認を受

けなければならない。 

（提供開始費用等の負担） 

第９条 この契約に基づくサービス（ライセンス）の提

供開始に伴う設定等作業及び提供終了に伴うデータ削

除等作業その他この契約を履行するために要するすべ

ての費用は、受注者の負担とする。 

２ 前項の場合で、万一提供終了に伴うデータ削除等作

業及び物品等の撤去その他提供終了に伴い必要となる

措置を遅滞し、これに伴う費用が発生した場合は、発

注者は受注者に代わり措置し、その費用を受注者に請

求するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、提供開始及び提供終了

に伴う確認等作業に必要な電気料金については、発注

者の負担とする。 

（契約の変更） 

第 10 条 発注者は、契約内容を変更する必要が生じた

ときは、発注者と受注者とが協議のうえ、契約変更を

行うものとする。 

２ 前項の協議開始の日から 14 日以内に協議が整わな

い場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

３  前項の協議開始の日は、発注者が受注者の意見を聴

いて定め、受注者に通知するものとする。 

（利用場所の変更） 

第 11 条 発注者は、サービス（ライセンス）の利用場所

を変更する必要が生じたときは、すみやかに受注者に

報告するものとする。このときに要する費用について

は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 

２ 前項の変更により単価契約金額等を変更する必要が

ある場合は、前条に定めるところによる。 

（事故発生時の報告） 

第 12 条 受注者は、サービス（ライセンス）の提供に関

し、事故、故障、その他契約の履行を行ない難い事由

が生じたときは、直ちに発注者に報告し、その指示に

従うものとする。 

（履行遅延の場合における延滞違約金） 

第 13 条 受注者の責めに帰すべき事由により利用期間

の始期にサービス（ライセンス）全部又は一部を利用

することができない場合において、発注者は、延滞違

約金の支払いを受注者に請求することができる。 

２ 前項の延滞違約金の額は、全部又は一部のサービス

（ライセンス）に係る単価利用料金に予定数量を一年

あたりの数量に換算した数量を乗じた額（利用期間が

12 月未満の場合にあっては、単価利用料金に利用期間

内に見込まれる予定数量を乗じた額）につき、遅延日

数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等

に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項

の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算し

た額とする。 

（契約不適合責任） 

第 14 条 発注者は、引渡されたサービス（ライセンス）

の種別等が契約の内容に適合しないものであるときは、

受注者に対して適合する種別等への変更による追完を

請求することができる。 

２ 前項の場合において、発注者に不相当な負担を課す

るものでないときは、受注者は、発注者が請求した方

法と異なる方法による追完をすることができる。 

３ 第１項に規定する場合において、発注者が相当の期

間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がない

ときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の

減額を請求することができる。ただし、次の各号のい

ずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに

代金の減額を請求することができる。 

(1) 追完が不能であるとき 

(2) 受注者が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき 

(3) 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時

又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を
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達することができない場合において、受注者が追完を

しないでその時期を経過したとき。 

(4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が催告をしても、

契約の目的を達するのに足りる追完がなされる見込み

がないことが明らかであるとき。 

４ 第１項及び前項の規定にかかわらず、当該不適合が

発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、

発注者は追完または代金の減額を請求することができ

ない。 

（善管義務） 

第 15 条 発注者は、善良なる管理者の注意をもって、サ

ービス（ライセンス）を利用管理を使用管理しなけれ

ばならない。 

２ サービス（ライセンス）に不具合が生じたときは、発

注者は、直ちに受注者に報告しなければならない。 

（転貸等の禁止） 

第 16 条 発注者は、サービス（ライセンス）及びその提

供開始に必要となる物品等について、その権利を第三

者に譲渡し、若しくは利用させ、又はその他受注者の

権利を侵害するような行為をしてはならない。ただし、

受注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 

（利用料金の支払い） 

第 17 条 発注者は、検査に合格した数量に単価利用料

金を乗じて得た額を利用料金として月単位で受注者に

支払うものとする。 

２ 受注者は、毎月の使用数量を検査職員に通知し、そ

の内容及び数量について、検査を受けなければならな

い。 

３ 発注者は前項の通知を受けた日から 10 日以内に、

受注者の立会いを求めて検査を行うものとする。 

４ 受注者が、前項の検査に立ち会わなかったときは、

検査の結果について異議を申し立てることができない。 

５ 第３項の場合において、検査に直接要する費用は、

受注者の負担とする。 

６ 受注者は、第１項の利用料金の当月分を翌月以降に、

発注者に対して請求することができる。 

７ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、

請求を受けた日から 30 日以内に利用料金を支払わな

ければならない。 

８ 発注者の責めに帰すべき事由により前項の賃貸借料

金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受

領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府

契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規

定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額

の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 

（付  保） 

第 18 条 受注者は、自己の責任において、サービス（ラ

イセンス）に損害保険を付保するものとする。ただし、

当該サービス（ライセンス）に対応する損害保険が存

在しない場合は、受注者は発注者に対して報告し、発

注者が承諾した場合は、この限りではない。 

（損害賠償） 

第 19 条 受注者は、発注者が故意又は重大な過失によ

ってサービス（ライセンス）に損害を与えた場合は、

その賠償を発注者に請求することができるものとする。 

２ 前項の損害賠償の範囲は発注者と受注者が協議して

定めるものとする。この場合において、受注者の付保

する損害保険でてん補される額は、この損害額から控

除するものとする。 

（利用方法変更の場合の承諾） 

第 20 条  発注者はサービス（ライセンス）の利用方法

を変更することについては、あらかじめ受注者の書面

による承諾を得るものとする。 

（不当な取引制限等に係る損害賠償金） 

第 21 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当すると

きは、発注者に対し、損害賠償金として、この契約の

単価利用料金に予定数量を乗じた額の 100 分の 20 に

相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなけ

ればならない。この契約が履行された場合において次

の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。 

(1) 受注者が、この契約について、私的独占の禁止及び

公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号。

以下「独占禁止法」という。）第３条又は第８条１号の

規定に違反するとして、排除措置命令等（独占禁止法

第 49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第 62

条第１項に規定する納付命令（同法第７条の９第２項

又は第 20 条の２から第 20 条の６までの規定による命

令を除く。以下「納付命令」という。）をいう。以下同

じ。）を受け、これらが確定したとき（確定した納付命

令が独占禁止法第 63 条第２項に基づき取り消された

ときを含む。以下同じ。）。 

(2) この契約について、確定した排除措置命令等（受注

者以外の者に対するものに限る。）において、独占禁止

法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があ

ったとされたとき。 

(3) 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁

止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為が

あったとされた期間及び当該行為の対象となった取引

分野が示された場合（この契約が示された場合を除く。）

に、この契約が、当該期間における入札又は見積書の

徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当す

るとき。 

(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この契

約について、刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の
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６又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95 条第１

項第１号の規定に該当することにより有罪判決を受け、

当該判決が確定したとき。 

２ 前項の場合において、受注者がこの契約について行

った独占禁止法第３条若しくは第８条第１号の規定に

違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しく

は使用人がこの契約について行った刑法第 96 条の６

に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項

の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があ

るときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損

害賠償を請求する。 

３ 第１項の規定により受注者が損害賠償金を納付する

場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に

係る支払済みの代金の単価利用料金に予定数量を乗じ

た額に対する割合に相当する部分について、当該代金

の支払の日から、支払の日における民事法定利率（民

法第 404 条第３項の規定に基づき法務省令で定める率

を言う。以下同じ。）の割合による利息を付さなければ

ならない。 

（発注者の解除権） 

第 22 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該

当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告を

し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除

することができる。ただし、当該不履行がこの契約及

び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、こ

の限りでない。 

(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行し

ないとき。 

(2) 正当な理由なく第 14 条第１項の追完がなされな

いとき。 

(3) この契約の履行にあたり発注者の指示に従わない

とき又は発注者の職務の執行を妨げたとき。  

(4) 前各号のほかこの契約に違反したとき。 

２ 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

前項の催告をすることなく直ちに契約の解除をするこ

とができる。 

(1) 第６条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずに本

契約から生じる債権を譲渡したとき。 

(2) 受注者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を

明確に表示したとき。 

(3) 受注者の債務の全部が履行不能であるとき。 

(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は

受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に

表示した場合において、残存する部分のみでは契約の

目的を達することができないとき。 

(5) 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日

時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目

的を達することができない場合において、受注者が履

行をしないでその時期を経過したとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告

をしても、受注者がその債務を履行しない又は契約の

目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがな

いことが明らかであるとき。 

(7) 受注者が第 26 条第１項の規定によらないでこの

契約の解除を申し出たとき。 

(8) 大阪市暴力団排除条例（平成 23 年大阪市条例第 10

号。以下「暴力団排除条例」という。）第２条第１号に

規定する暴力団（以下「暴力団」という。）、同条第２

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又

は同条第３号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴

力団密接関係者」という。）に、本契約から生じる債権

を譲渡したことが判明したとき。 

(9) この契約の締結又は履行について受注者に不正な

行為があったとき。 

(10) 受注者が発注者に重大な損害又は危害を及ぼし

たとき｡ 

３ 前各項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき

事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除

をすることができない。 

（誓約書の提出） 

第 23 条 受注者及び暴力団排除条例第７条に規定する

下請負人等（以下「下請負人等」という。）は、暴力団

員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明

した誓約書を、発注者に提出しなければならない。た

だし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限り

でない。 

（暴力団排除に伴う契約の解除） 

第 23 条の２ 発注者は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、催告をすることなく直ちに契約を解除する。 

(1) 暴力団排除条例第８条第１項第６号に基づき、受注

者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員の

いずれかの者。以下この条において同じ。）が暴力団員

又は暴力団密接関係者に該当すると認められたとき 

(2) 暴力団排除条例第８条第１項第７号に基づき、下請

負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると

認められた場合において、受注者に対して、当該下請

負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人

等との契約の解除の求めを拒否したとき 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第 23 条の３ 次の各号のいずれかに該当する場合にお

いては、受注者は、一般競争入札においては単価利用

料金に予定数量を一年あたりの数量に換算した数量を

乗じた額（利用期間が 12 月未満の場合にあっては、単

価利用料金に利用期間内に見込まれる予定数量を乗じ
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た額）の 10 分の１、指名競争入札、随意契約において

は単価利用料金に予定数量を一年あたりの数量に換算

した数量を乗じた額（利用期間が 12 月未満の場合に

あっては、単価利用料金に利用期間内に見込まれる予

定数量を乗じた額）の 100 分の５に相当する額を違約

金として、発注者の指定する期間内に支払わなければ

ならない。 

 (1) 第 22 条の規定によりこの契約が解除された場合 

  （受注者の責めに帰することができない事由による

場合を除く。） 

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の

責めに帰すべき事由によって受注者の債務について

履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、

前項第２号に該当する場合とみなす。 

 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場

合において、破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規

定により選任された破産管財人 

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場

合において、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号） 

の規定により選任された管財人 

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場

合において、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

の規定により選任された再生債務者等 

３ 前条の規定により契約が解除された場合においては、

受注者は、単価契約金額に予定数量を乗じた額の 100

分の 20 に相当する額を違約金として発注者の指定す

る期間内に支払わなければならない。 

（契約解除に伴う損害賠償金） 

第 23 条の４ 前条第１項又は第３項に規定する場合（前

条第２項によりみなされた場合を含む。）において、発

注者に生じた実際の損害額が、前条第１項又は第３項に

規定する違約金の額を超える場合には、受注者は超過額

を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

（発注者の損害賠償請求） 

第 23 条の５ 発注者は、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に

対し請求することができる。ただし、その債務の不履

行が受注者の責めに帰することができない事由による

ものであるときは、この限りでない。 

(1) 第 14 条第１項に規定する契約不適合があるとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行

をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 

（契約不適合の担保期間） 

第 23 条の６ 提供されたサービス（ライセンス）が種類

又は品質に関して契約の内容に適合しないものである

とき、追完、損害賠償及び代金の減額の請求並びに契

約の解除は、発注者がその不適合を知ったときから１

年以内に受注者に通知しなければ、することができな

い。ただし、発注者がサービス（ライセンス）の提供

を受けた時点において、受注者がその不適合を知り、

又は重大な過失によって知らなかったときは、この限

りでない。 

（長期継続契約における契約の解除） 

第 24 条 翌年度以降において所要の予算の当該金額に

ついて減額または削減があった場合は、発注者は当該

契約を解除することができる。 

（利用期間満了前の発注者の任意解除権） 

第 25 条 発注者は、利用期間が満了するまでの間は、第

22 条第１項及び第２項、第 23 条の２及び前条の規定

によるほか、必要があるときは、この契約を解除する

ことができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したこ

とにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を

賠償しなければならない。 

（受注者の解除権） 

第 26 条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違

反によってこの契約の履行が不可能となったときは、

この契約を解除することができる。ただし、受注者の

責に帰すべき事由によるものであるときは、この限り

でない。 

２ 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場

合において、損害があるときは、その損害の賠償を発

注者に請求することができる。ただし、前項各号に掲

げる事項が発注者の責に帰することができない事由に

よるものであるときは、この限りでない。 

（権利の明示） 

第 27 条 受注者は、サービス（ライセンス）に係る一切

の権利が受注者に帰属する旨を明示するものとする。 

（サービス（ライセンス）の点検） 

第 28 条 受注者は、発注者の承認を得て、サービス（ラ

イセンス）の利用場所に立ち入ることができる。この

場合において、受注者は、必ずその身分を証明する証

票を呈示しなければならない。 

（サービス（ライセンス）の提供終了） 

第 29 条 受注者は、提供期間が満了し、又はこの契約が

解除されたときは、すみやかにサービス（ライセンス）

の提供を終了しなければならない。なお、第 20 条の規

定により利用方法等の変更がある場合は、発注者の指

示によることとする。 

（賠償金等の相殺及び徴収） 

第 30 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、又

は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないとき
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は、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する

期間を経過した日から利用料金支払いの日までの日数

につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合

で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき利

用料金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から

遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利

率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。 

（契約に関する紛争の解決） 

第 31 条 この契約に関し、発注者と受注者との間に紛

争を生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ定

める第三者に仲裁を依頼することができる。 

２ 前項の規定による解決のために要する費用は、発注

者と受注者とで平等に負担する。 

（情報通信の技術を利用する方法） 

第 32 条 この契約書において書面により行わなければ

ならないこととされている催告、請求、通知、報告、

申出、承諾及び解除は、日本国の法令に違反しない限

りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。

ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなけれ

ばならない。 

（補  則） 

第 33 条 この契約書に定めのない事項については、大

阪市契約規則（昭和 39 年大阪市規則第 18 号）及び大

阪市会計規則（昭和 39 年大阪市規則第 14 号）に従う

ものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが

協議して定めるものとする。 
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特約条項 

 

（サービス（ライセンス）の維持管理） 

第１条 受注者は、発注者がサービス（ライセンス）を常に安全かつ完全に使用できるように維持管理を

行い、その費用を負担する。 

２ 受注者は、発注者から第 15 条第２項の報告を受けたときは、受注者の負担で速やかに修理しなけれ

ばならない。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により修理又は調整の必要が生じたときは、発注者

は、別途それに要する費用を負担する。 

 

（サービス（ライセンス）利用の申込み） 

第２条 受注者は、発注者が本契約に基づいてサービス（ライセンス）の利用を開始するための申込書（様

式）を作成することとする。 

２ 前項に基づいて作成する申込書（様式）を使用して、サービス（ライセンス）を利用開始又は利用終了

する場合は、受注者が提供するサービス（ライセンス）に規定した次の契約約款に優先して、本契約の

各条項及び設計図書に記載する事項が適用されることとする。 

(1) ・・・サービス約款 

(2) ・・・サービス約款 

３ 第１項に基づいて作成する申込書（様式）に、発注者が必要事項を記載し、受注者にサービス（ライセ

ンス）の利用を申込むこととする。 
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暴力団等の排除に関する特記仕様書 

 

１ 暴力団等の排除について     

(1) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。）は、 

  大阪市暴力団排除条例（平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「条例」という。）第 2 条第 2 

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第 3 号に規定する暴力団密接 

関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められる者と下請契約、資材・ 

原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。 

(2) 受注者は、条例第 7 条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）に、暴 

力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入 

契約又はその他の契約をさせてはならない。 

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる 

者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除さ 

せなければならない。  

(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めら 

れる者から条例第 9 条に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたときは、 

速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担 

当課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わなければ 

ならない。 

また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者 

から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告すると 

ともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。 

(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかった 

と認めるときは、条例第 12 条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停 

止措置を行うことがある。 

(5) 受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に 

  協力しなければならない。 

(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの 

不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行 

日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じること 

とする。 

 

２ 誓約書の提出について 

受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければな

らない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。 
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特記仕様書 

 

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法

又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者のデジタル統括室戦

略担当（連絡先：06-6208-7825）に報告しなければならない。 

 

 

公正な職務の執行の確保に関する特記仕様書 

 

（条例の遵守） 

第１条 受注者および受注者の役職員は、本契約にかかる業務（以下「当該業務」という。）

の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」（平成 18 年大阪市

条例第 16 号）（以下「条例」という。）第５条に規定する責務を果たさなければならない。 

 

（公益通報等の報告） 

第２条 受注者は、当該業務について、条例第２条第１項に規定する公益通報を受けたと

きは、速やかに、公益通報の内容を発注者（デジタル統括室戦略担当）へ報告しなければ

ならない。 

２ 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した

者から、条例第 12 条第１項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を

発注者（デジタル統括室戦略担当）へ報告しなければならない。 

 

（調査の協力） 

第３条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基

づき行う調査に協力しなければならない。 

 

（公益通報に係る情報の取扱い） 

第４条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係

る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（発注者の解除権） 

第５条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき

又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除すること

ができる。 

 

（発注者：大阪市 受注者：当該業務実施事業者） 
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生成 AI 利用に関する特記仕様書 

 

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方を含む）が生成 AI を利用する場合は、事

前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI 利用ガイドラ

イン（別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.0 版）」に定められた以下の利用規

定を遵守すること。 

  

生成 AI の利用規定 

 

• 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用

規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること 

※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます 

  https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html 

• 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること 

• 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサー

ビスには利用しないこと 

• 文章生成 AI 以外の画像・動画・音声などの生成 AI の利用は禁止する 

• インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意

のみで利用可能な生成 AI の利用を禁止する 

• 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている

最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AI による回答を得る目的での利用を禁止す

る 

• 生成 AI を利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること 

• 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する 

• 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる

入力及びそのおそれがある入力を禁止する 

• 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確

認すること 

• 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか

必ず自ら確認すること 

• 生成・出力内容は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責

任をもって判断するものであることを踏まえ、原則として、加筆・修正のうえ使用すること 

なお、生成・出力内容の正確性等を確認したうえで、加筆・修正を加えずに資料等として利用（公

表等）する場合は、生成 AI を利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえ、利用するこ

と 

• 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリテ

ィの確保を徹底して適切に運用すること 

 

 


